
平成２4年度　大宮区対話集会開催概要（９月）
No. 「質問・要望・提案」の内容 「回答・見解・処理方針」の内容

1

　旧大宮市時代からの切実な要望です。大宮駅西口公衆トイレについて、１５
年以上たっても一向に設置する気配が見えないのは残念です。不特定多数
の人が通行する場所にトイレがないのはまちづくりの大きな欠陥です。一刻も
早く公衆トイレが設置されるように引き続きお願いします。
【２３年度回答】
　駅前公衆トイレの設置につきましては、用地の確保が大きな課題となってお
り、大宮駅西口については、平成２１年度に設置に相応しい場所の現地調査
を実施いたしましたが、すでに橋上デッキやロータリー等の駅前整備がされて
おり、また、地下埋設物や地上構造物も多く、用地を確保することが難しい状
況にあります。
　今後は、周辺施設整備等の状況を把握するとともに、その附帯施設として
の設置を検討してまいります。

　駅前公衆トイレの設置につきましては、用地の確保が大きな課題となっており、大宮駅西
口については、平成２１年度に設置に相応しい場所の現地調査を実施いたしましたが、す
でに橋上デッキやロータリー等の駅前整備がされており、また、地下埋設物や地上構造物
も多く、用地を確保することが依然として難しい状況に変わりはありません。
　また、平成２３年度に実施しました、行財政改革公開審議において、市民委員からは、駅
前周辺の公共施設や商業施設、また深夜営業のコンビニエンスストア等のトイレを利用させ
てもらうようにした方がよい等のご意見が出されましたので、今後は、これら事業者のご理
解をお願いいたしますとともに、引き続き、駅周辺公共整備等の計画を把握し、その附帯施
設としての設置を検討してまいります。
【回答作成課：保健福祉局保健部生活衛生課】

2

１　三橋中央通りの桜木町４丁目岡田屋前付近が、大型車輌の通行に伴い
激しい振動が生じるので、抜本的な補修をお願いします。
２　さいたま春日部線の桜木町４丁目きらやか銀行大宮支店前付近が車輌通
行の都度著しい振動が生じるので、路盤強化を含め全面的な補修をお願いし
ます。
３　さいたま春日部線の桜木町交差点の損傷が著しいので、歩行者の安全を
確保するため、早急に補修をお願いします。

１　岡田屋前付近の補修につきましては、順次施工してまいります。
２・３　さいたま春日部線桜木町交差点付近の補修につきましては、順次施工する予定で
す。
【回答作成課：建設局北部建設事務所道路維持課】

3

　三橋中央通り線の歩道からシーノ大宮センタープラザに行く階段が歩道と同
色なので、階段とわかるように着色をお願いします。また、暗いので街路灯の
設置をお願いします。

　対話集会開催後、東京海上日動ファシリティーズ株式会社へ依頼予定です。
【回答作成課：大宮区コミュニティ課】

4

　桜木駐車場が暫定営業を始めて２０年目を迎えようとしています。
　第５地区のまちづくりの種地にしたいとの声が漏れ聞こえてくるが、現在進
行中の第４地区のまちづくりが、平成３０年の完成を目指し、第３地区のまち
づくりがそのうちスタートするにしても第５地区のまちづくりは２０年後の事業
であります。
　現実的に災害対策を優先する必要があります。当面半分を公園とし災害時
の一時避難所とし、ゆくゆくは避難所としての機能を備えていただくことをお願
いします。

　桜木駐車場の活用につきまして、お答えいたします。
　さいたま市都市計画マスタープランにおきまして、施策のメニューとして、市営桜木駐車場
周辺における都市基盤の整備等を掲げていることから、当該用地につきましては、大宮駅
西口第五地区における、まちづくりの展開に向けて、狭隘道路の解消や防災上・防犯上の
課題を解決するために必要不可欠な用地と認識しております。
　第三地区のうち一部の地区では、昨年度に再開発準備組合が発足し、数年程度での事
業完了を目指し、現在は都市計画決定に向け協議を進めているところです。第五地区につ
いては、整備が進む第四地区の区画整理事業や、準備を急ぐ隣接する第三地区のまちづく
りの動向を見据えながら、住民との協働によるまちづくりを推進してまいります。
　今後におきましても、まちづくりに向け、鋭意努力してまいりますので、ご理解をいただき
たいと考えております。
【回答作成課：都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所】
　平成２３年６月１６日付「災害時における避難場所の指定について（お願い）」に対する回
答、都都心大西５１７号　平成２３年８月１日付　同（回答）に示したとおりです。
【回答作成課：都市局都市計画部都市交通課・総務局危機管理部防災課】

5

１　１１９番地２から１２１番地４の区間（道路舗装、22・23年度要望あり）
２　１３９番地２から１７６番地の区間（道路舗装、22・23年度要望あり）
３　２７１番地と２７８番地の間の道路（側溝改修）
【１・２について２３年度回答】
　暮らしの道路整備事業につきましては、皆様（地権者）が道路中心線から２
ｍ後退していただき、後退部分（民地）の寄付を前提に要望書を提出してもら
い計画的に道路拡幅整備を行っていく制度ですので、地元の皆様から申請を
いただき順次整備を進めていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いし
ます。

　本市では、住みよい環境づくりを目的に、｢さいたま市暮らしの道路整備事業｣の制度を定
め、沿道の皆様と本市が協力のもと生活道路の拡幅整備を推進しているところです。
　ご要望いただきました、区間の市道につきましては、道路整備事業を進めるにあたり、現
地調査、及び要望申請等の手続きが必要となりますので、所管の建設局北部建設事務所
道路安全対策課まで、ご相談いただきますようお願い申し上げます。
【回答作成課：建設局北部建設事務所道路安全対策課】

6

下記の道路側溝について改修を急いでほしい。
１　１３５番地から１４２番地１の区間
２　１１９番地２から１２４番地の区間
３　大谷本郷・さいたま線（三橋３丁目地内）

　「１」の区間（市道４０１２３号線）につきましては、平成１８年度に整備完了しております。
　「２」の区間のうち県道大谷本郷さいたま線に抜ける市道４０１２０号線につきましては、道
路と民地との官民境界が確定できておらず、側溝整備できない状態にあります。
　「３」の区間（県道大谷本郷さいたま線）につきましては、車道部の舗装は良好な状態であ
り、側溝も整備されております。しかし、側溝は整備年度が古く、側溝蓋に劣化が見られ、目
詰まりやガタツキなどが見受けられます。交通量の多い県道であることも鑑み、他の自治会
の区間と併せて、年次計画を立て、改修してまいります。
【回答作成課：建設局北部建設事務所道路維持課】

7

６８番地先道路（東側）の一部が陥没している。 　ご要望の箇所については、今年度舗装の打替えを予定しておりますので、今しばらくお待
ちいただきたいと思います。
【回答作成課：大宮区役所くらし応援室】

8

　みつわ児童遊園内の滑り台付近に設置してあるベンチの間に、テーブルを
設置して使いやすくしてほしい。
【２３年度回答】
　設置する方向で検討していきます。

平成２４年度中に設置する方向で調整しております。
【回答作成課：都市局北部都市・公園管理事務所】

9

　１４２番地４と１４３番地の間の空き地に雑草が生い茂り、放火などが心配で
あり、シートなどで覆うなどの対策を講じてほしい。

　「さいたま市空き地の環境保全に関する条例」（平成13年5月1日条例第188号）第３条（所
有者の責務）でも規定されておりますが、民有地（私有地）の管理については、土地の所有
者又は土地の管理者が適正に管理することとなっております。
　本市といたしましては、現況調査をしたうえで、土地の所有者又は管理者を調査特定し、
現地の状況写真を添付した、現況改善依頼文書を送付しており、今回ご要望のありました
土地につきましても、８月１５日付けで依頼文書を送付したところであります。
　現地をシートで覆うなどの対策についてでありますが、行政といえども、民有地（私有地）
に所有者等の許可を得ずに立ち入ることはできないこととなっておりますので、ご理解を戴
きたいと思います。
【回答作成課：大宮区役所くらし応援室】
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10

　９２番地個人宅の角に設置されているカーブミラーが樹木で隠れ見にくい状
態である。

　ご指摘の、カーブミラーの視界を遮っている樹木の枝は、個人が所有している樹木である
ため、行政が勝手に剪定することはできません。したがいまして、大宮区役所くらし応援室
職員が所有者宅を訪問し、樹木の剪定をお願いしてまいりました。今後は、この様な案件に
ついては、地元自治会で対応いただけると幸いと思います。
【回答作成課：大宮区役所くらし応援室】

11

１　１２８番地個人宅の角に設置されている一時停止の標識は場所を反対側
等に移設してほしい。
２　２６７番地先交差点に一時停止の標識を設置してほしい。
３　２８１番地個人宅の角の一時停止の標識が傾き見えにくいので調整してほ
しい。

大宮西警察署へ９月５日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

12

　１２３番地個人宅前から、県道大谷本郷・さいたま線に右左折する際、カー
ブミラーが設置されているが、信号は見にくい。県道の車両を確認して出よう
とすると、上小町のアンサンブル大宮前から左折する車両があるため、接触
の危険がある。急いで対策を講じるよう要望します。

　ご要望の交差点については、５６番地先にある電柱（止まれの標識がある電柱）に、注意
を喚起する看板を設置することで、手配中です。
【回答作成課：大宮区役所くらし応援室】

13
信号機設置について
１　３３６番地先交差点
２　３５２番地先交差点

大宮西警察署へ９月５日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

14

　新大宮バイパスから三橋４丁目方向に向かうバス通りの拡幅をお願いしま
す。
　この道路には西武バスが運行しており、また、近隣の高校生が自転車通学
で利用しています。新大宮バイパスから三橋４丁目に向かって上り坂となって
おり、道幅も狭いことから大変危険な箇所です。バイパスを渡る信号の間隔も
長いこともあって、常に道路幅いっぱいに車が信号待ちをしていて、歩行者も
車の間をすり抜けるようにして通行しています。両側がいっぱいまで民地と法
面になっているため歩行者や自転車のすれ違いはほとんど難しい状況です。
せめて自転車が無理なく通行できるスペースを確保していただきたくご検討を
お願いいたします。
【２３年度回答】
　道路の整備には沿線地権者のご理解とご協力が不可欠であり、ご要望のあ
りました市道４０１９９号線につきましても、沿線地権者のご理解ご協力が得ら
れれば、通行スペース確保の方法について、研究してまいりたいと考えており
ます。

　本件につきましては、４月１６日付けで三橋４丁目自治会長様より要望書が提出されてお
り、現在、調査を行なっております。
　当該箇所の工事を行なうためには、両側の道路境界を確定する必要がありますが、現在
は未確定であるため、確定するための準備を行なっております（８月末）。
　また、現地は道路と民有地との高低差が１ｍ程度あるため、道路を拡幅した場合に必要と
なる土留め擁壁を民有地側に設置する必要がありますが、建物が道路に近接して建築され
ているため、工事の際には建物の一部撤去も必要であることから、地権者の方のご協力を
得ることが不可欠となります。
　拡幅には課題の多い現場でありますが、地権者の方のご協力が得られれば、方策を検討
していきたいと考えます。
【回答作成課：建設局土木部道路環境課】

15

１　鴨川堤への不法投棄が後を絶ちません。何とか対策を講じてください。
２　野鳥観察所周辺の整備も悪く、せっかくの設備も荒れ放題です。早期に修
繕をお願いします。
３　大宮西高校グランドの地下を通して鴨川に雨水を流出させる排出口の周
囲の土砂が陥没しています。現在、応急処置で網を張ってあるが、その後の
改修予定はどのようになっているのか。近くに休憩所もあり子供たちも遊びに
来ているので大変危険です。早急に改修をお願いします。

埼玉県県土整備事務所へ９月５日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

16

　１０９番地６から１２２番地２にかけての道路について、幅員が狭いにもかか
わらず、１７号バイパスへの抜け道として、また、大宮西高校生の自転車通学
路として、交通量が多い状況となっております。西側からの一方通行の規制
にしていただくようお願いいたします。

大宮西警察署へ９月５日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

17

　櫛引町１丁目の流入人孔は現在３ヶ所の工事をしていますが、他に櫛引町
１丁目内で将来５ヶ所の流入人孔が予定されていますが、いつ頃工事を行う
のか。

　日頃より本市下水道事業に多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございま
す。
　さて、今回ご質問をいただきました日進櫛引雨水1号幹線(以下、貯留管)への流入人孔の
工事時期について、回答させていただきます。
　貯留管への流入施設については、本年度に流域全体で１１の排水分区の実施設計を行っ
ており、このうち櫛引町1丁目につきましては第１７，１８，１９，２１，２３の５つの排水分区の
設計を行っております。
　工事については、前回６月２２日開催の説明会でもご説明させていただいたとおり、現地
状況や浸水被害の状況などを勘案し、順次着手してまいりたいと考えております。
　なお、平成２５年度より第１７，１９，２１排水分区の流入施設設置工事に着手し、第１８，２
３排水分区については平成２６年度以降、順次着手していく予定としております。
【回答作成課：建設局北部建設事務所下水道建設１課】

18

　鉄道博物館建設に伴い、大成駅駐輪場を大成公園内に臨時に設置してい
ますが、公園として回復してもらえるのはいつごろになりますか。
【２２年度回答】
　大成公園が鉄道博物館建設に伴い、平成18年3月31日をもってＪＲ東日本
に返還した件につきましては、数回、地元自治会との説明会等で意見交換を
してきた経緯があります。こうした中、地元自治会のご要望を受け、平成18年
3月30日付けでＪＲ東日本に鉄道博物館周辺の土地利用について配慮いただ
きたい旨、依頼文を提出したところです。ＪＲ東日本からは、平成18年4月26日
付けで鉄道博物館工事竣工後の利用方を鑑み、今後検討するとの回答を得
ております。
　その後、都市公園課とＪＲ東日本との協議を定期的に行ってきているところ
ですが、今のところ具体的な公園の位置について提示はございません。
　今後ともＪＲ東日本との協議を精力的に行うこととしておりますので、ご理解
ご協力のほど宜しくお願いいたします。

　大成公園については、平成18年3月30日付でJR東日本に鉄道博物館周辺の土地利用に
ついて地元要望に配慮いただきたい旨、依頼文を提出しております。これに対して、平成18
年4月26日付で鉄道博物館工事竣工後の利用方を鑑み、今後検討するとの回答を得てお
ります。
　その後、JR東日本との協議を適宜進めているところですが、JR東日本から合意できるよう
な提示は今までのところございません。
　今後ともJR東日本との協議を引き続き行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。
【回答作成課：都市局都市計画部都市公園課】



平成２4年度　大宮区対話集会開催概要（９月）
No. 「質問・要望・提案」の内容 「回答・見解・処理方針」の内容

19

　高度地区指定案によると吉敷町３丁目は高度２０ｍとなっています。高階建
築物のないこの地域の住環境は住民が７０年かけて作り上げた結果です。高
度指定は高さ制限のない現在の建築基準法の見直しを理由としていますが、
建築基準法は全国一律最低限度の基準であり、各地域の事情は全く考慮し
ていないものです。高度２０ｍはできる限り高階としたい建築業者にとっては
格好の理由に使われることは明らかです。住民に対し納得を得られる説明と
業者に対し地域事情を考慮した高さとするよう、指導・説明を願います。

今回の高度地区指定は、建築基準法の見直しではなく、都市計画法の規定に基づき指定
するものです。
指定の背景の１つとして、現在指定されている用途地域による制限では、既に１０ｍ又は

１２ｍの高さ制限を定めている第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び
風致地区を除く住居系の用途地域には、高さの最高限度が定められていないことから、高
層マンション建設がもたらす周辺への影響が一部で問題となっているため、現在の土地利
用の実態や将来目指すべき土地利用の方向性を踏まえ、建築物の高さに関して一定の
ルールの導入が求められております。このことから、良好な住環境や景観を保全し、計画的
に中低層市街地の形成を誘導するため、建築物の高さを１５ｍもしくは２０ｍに制限する高
度地区を導入するものです。
なお、高度地区の指定による高さの最高限度以外に、地域の事情を考慮したまちづくりを

行う手法として、地区計画という制度があり、地区の特性に応じたきめの細かいルールを定
めることができます。高度地区の指定による高さの最高限度では不十分なケースや、景観
や街並みの統一を目指す上で、よりきめ細かな規制誘導が必要となるケースについては、
地区の皆様の意向を踏まえながら地区計画を導入することが有効と考えられますので、ご
検討いただきますようお願い申し上げます。
【回答作成課：都市局都市計画部都市計画課】

20

　大宮中央通りは十数年ほど前、アーケードを取り外し現在に至っておりま
す。街路灯・防犯等に４０Ｗのナトリウム燈が設置され、色が暗く、歩行者の
安全・安心に不安を持つように感じられます。照度はあるようですが、日頃、
住民・歩行者より暗いという苦情が寄せられております。水銀灯またはＬＥＤ
の白色系照明に変えていただきたく存じます。
　そしてまた、大宮中央通りは東口のシンボルで、参道に通ずる通りでもあ
り、参道の雰囲気を醸し出す明るい形の街路灯に変えていただきたくさらにお
願いします。
　さらに、駅前広場、高島屋中央通りにもう少し緑を増やして頂けるようお願
いします。

　大宮駅東口における街路灯につきましては、設置当時の基準により整備されたものと思
われることから、照明灯（街路灯）本体も含め、現在のところ、新たなものへ変える予定はご
ざいません。
　また、駅前広場及び中央通りにおける大宮高島屋から駅前広場に向かう区間では、現在
暫定的な整備状況となっていることや、バスの乗降場等もあり、植樹帯の設置は困難な状
況です。
【回答作成課：建設局土木部道路環境課】

21

　大宮区役所建て替えについて、役所は利用施設としてでなく、地域の核とし
て機能している。人の集う地区集会所、祭事関連施設等、建て替えにあたっ
ては関係する自治会の活動支援に配慮をお願いしたい。

大宮区役所庁舎につきましては、区役所などの様々な行政手続を所管する施設であると同
時に、地域のコミュニティの核であり、大宮区全域の防災中核拠点であると認識しておりま
す。新庁舎への導入機能につきましては、今後検討を進めてまいりますが、安心・安全で、
多くの方が集い、憩える、区民に親しまれるような区役所づくりを目指してまいります。
【回答作成課：都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所】

22

　大宮区役所建て替えについて、記者発表以降の進捗状況を説明してくださ
い。

　5月に大宮区役所庁舎の建て替えについて記者会見させていただいた後、本市では、大
宮駅周辺公共施設再編推進本部を設置し、区役所庁舎の建て替え候補地の比較検討や
大宮駅東口に点在する老朽化等に課題を抱える公共施設の再編の方向性について案を作
成いたしました。
　その後、6月中旬から7月中旬にかけ、大宮区役所庁舎の建て替えと公共施設再編につ
いて、各区役所や区内の図書館・公民館などでのリーフレットの配布や、自治会連合会や
区民会議、商店街連合会、まちづくり団体などへの出前説明や、まちづくりフォーラムの開
催を通じ、市民の皆様からご意見を募集いたしました。
　寄せられたご意見を踏まえ、大宮駅周辺地域全体のまちづくりについて検討を行う「大宮
駅周辺地域戦略ビジョン推進懇談会」にて議論していただき、「まちづくりの視点からは大宮
区役所庁舎の建て替え位置は市民会館おおみや敷地周辺が望ましい」というご意見を多
数いただきました。
　こうしたご意見を踏まえ、至急、大宮区役所庁舎の建て替え位置や公共施設再編の方向
性の確定に向け、検討を進めてまいります。
【回答作成課：都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所】

23

居住者でない昼間市民と地区自治会との防災などの連携を支援してほしい。 　大宮区は本市の都心地区として、商業・業務機能が集約され、通勤者、買い物客が非常
に多く、昼夜間人口比率はさいたま市内では１０区中最も高くなっています。　
　東日本大震災時にも、大宮駅では多くの帰宅困難者が発生しました。この対策として、本
市では駅周辺ホテルや事業所などと災害時の帰宅困難者受入の協定を結ぶほか、鉄道事
業者や埼玉県と「大宮駅周辺帰宅困難者対策協議会」を設置しました。今後地域の皆様と
連携して訓練等を行ってまいります。
　また、避難場所においても、地区自治会の皆様と本市、避難場所施設管理者等で構成さ
れる避難場所運営委員会が組織されましたので、災害時に避難者及び帰宅困難者を円滑
に受け入れることができるよう支援してまいります。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部総務課】

24

　単身居住者、埼玉都民、高齢者等、孤立しやすい住民の地区自治活動参
加協力を更に要請支援してほしい。

　自治会の皆様には、日頃から住み良い地域社会の実現に向け、様々な問題に取り組ま
れ、住民相互のコミュニケーションづくりなどにご尽力いただいているところですが、本市の
自治会加入率は、平成２４年４月１日現在６７．１％（大宮区では６６．２％）となっており、自
治会加入率は減少傾向にあります。
　こうした状況の中、「孤立しやすい住民の自治会活動への参加協力を要請支援してほし
い」につきましては、先ずは、多くの地域住民が自治会に加入していただくことが大切である
と考えております。
　そこで、本市と市自治会連合会では、自治会加入促進のリーフレットを作成し、転入や転
居される方々や新たに建築確認申請の際し建築事業者にもリーフレットを配布し、自治会
加入の呼びかけを行うとともに、本年１０月号の市報大宮区版には自治会加入促進の記事
を掲載することとしております。
　また、本市では本年５月に「さいたま市自治会等の振興に通じた地域社会の活性化に推
進に関する条例」の制定や、さらなる自治会活動の充実が図られるよう、本年度から自治
会運営に対する補助金を増額したところです。
　今後とも、自治会の自主性、自立性、独自性を尊重しながら区自治会連合会と連携し、多
くの機会を通じて自治会加入の必要性や自治会の魅力ある活動をＰＲし自治会活動を支援
してまいります。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】
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25

　防災倉庫の設置場所を確保してもらいたい。 　防災倉庫の設置場所につきましては、申し訳ありませんが、本市で確保することはできま
せんのでご了承いただきたいと思います。
　なお、都市公園に置くような場合には、一定の条件はありますが、総務局危機管理部防
災課が窓口となり公園管理事務所と協議させていただきますので、その際はご相談いただ
きたいと思います。
【回答作成課：総務局危機管理部防災課】

26

　旧中仙道の歩道整備が予定を大幅に遅れているが、進捗状況を説明して
ほしい。また、歩道整備時に案内板や掲示板を設置してほしい。

　旧中仙道の歩道整備事業につきましては、主要地方道大宮停車場線との交差点（大宮高
島屋デパート）から南方向へ、約１８０ｍの区間が未整備となっております。
　当該路線は、自動車及び歩行者の通行量が非常に多い幹線道路であり、難易度の高い
現場であることから工事着手に難航しており、現在、残工事の早期発注に向けて準備を進
めているところです。
　今後も、旧中仙道の歩道整備事業に、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げ
ます。　
【回答作成課：建設局北部建設事務所道路安全対策課】
　仲町１丁目に面する中山道については、歩道上への車両乗り上げ防止用車止めの設置
や歩車道照明灯の設置、さらには、荷さばき車両用作業スペースの確保等、今後整備され
ていくこととなります。
　ご要望の掲示板設置については、中山道整備の過程において、道路としての機能を損な
わない箇所への設置についてはもちろんのこと、ＰＲ効果の高い箇所への設置を見据え
て、自治会とも相談しながら設置してまいりたいと考えております。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

27

　氷川緑道西通線整備推進事業の進捗状況について説明してください。 　氷川緑道西通線は、大宮中央通線から南大通線までの区間を南区間、大宮中央通線か
ら大宮岩槻線（旧16号）までの区間を北区間として、事業に取り組んでおります。
　南区間につきましては、平成20年12月に事業認可を取得し、用地買収を進め、平成24年8
月現在、用地買収率は面積ベースで約63％となっております。今年度は用地買収に加え、
道路と電線共同溝の詳細設計を行っており、早期の供用開始に向け取り組んで参ります。
　北区間につきましては、昨年10月、現地測量に関する説明会を行っており、今後は、平成
26年度の事業認可の取得に向け、道路予備設計や用地測量を行って参ります。
【回答作成課：都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所】

28

　宮町１丁目区域内に避難場所を設けた。非常時、自主避難場所への避難
者に対する緊急支援物資の支給は受けられるのでしょうか。

　本市では、原則として、指定避難所において物資の支給を行います。
　指定避難所以外の場所に避難している方についても、指定避難所に物資を取りに来てい
ただければ、お渡しすることは可能ですので、物資を必要とする場合は、指定避難所へ取り
に来ていただくか、一時集合場所に集合した後、指定避難所へ移動くださいますようご協力
をお願いいたします。
【回答作成課：総務局危機管理部防災課】

29

　氷川の杜まちづくり協議会より、「会則を変更して、正会員、賛助会員の区
別を設定した上で、正会員から年会費、1口500円（複数口可）を徴収し、会費
制による協議会運営に移行することが決定したので協力してほしい」との案内
をいただきました。　会費制への移行」の主たる理由は、さいたま市のまちづく
り支援補助金は、「会員の会費等を活動等に要する経費に充当している団
体」に限って支給されているので、会費を徴収していない氷川の杜まちづくり
協議会は、まちづくり支援補助金が受けられなくなるからとのことです。　大宮
駅周辺地域戦略ビジョン、大宮駅東口都市再生プランにおいて、「氷川参道
歴史文化軸」、「氷川参道の再生　緑と文化・歴史の環境軸」として位置づけら
れている氷川参道の環境整備、保全に積極的に取り組まれ、多くの実績（歩
車分離道路整備等）を積まれている氷川の杜まちづくり協議会の活動に会費
を徴収していない団体だからとの理由で、まちづくり支援補助金を支給しない
とのことが理解できません。公的に支援を行うべきだと考えます。

　日頃より、本市政にご協力を賜り誠に有難うございます。
　ご質問いただきました、氷川の杜まちづくり協議会の「会費制による協議会運営への移
行」につきましては、今年度総会において決定されたものです。
　今回、協議会から会員の皆様にお配りした通知におきして、会費制への移行の理由が、
「まちづくり支援補助金が受けられなくなるため」となっておりますが、協議会の自主的な財
源を確保するとともに、永続的かつ自立的なまちづくり活動を行っていくことを主な目的と
し、また、事務局につきましては、引続き都市局都心整備部計画管理課氷川参道対策室が
行い、協議会の支援を行って行きたいと考えております。
　尚、さいたま市まちづくり支援補助金につきましては、市民の自主的なまちづくり活動を促
進することを目的とし、団体の活動費の一部を助成するものであり、交付要綱において「会
員の会費等を活動等に要する経費に充当している団体であること」等、交付に対する要件
が定められておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【回答作成課：都市局都心整備部計画管理課氷川参道対策室】

30

　中央通り参道交番をすぎた歩道に駐輪している自転車を撤去してください。 　本市では、放置禁止区域内の公共の場所に自転車等が放置され、他の手段によっては
住民の生活環境を保持することができないと認められるときに、必要な限度において、当該
自転車を撤去できることとなっております。
　今回、ご要望いただいたエリアは放置禁止区域外であるため、条例を適用した撤去はで
きません。
　当該エリアについて、本市では放置されている自転車に対して、駐輪場利用を促し、放置
をしないようお願いする札やシールを貼付したり、長期間放置され、乗り捨てられていると思
われる自転車については警察に連絡をしたりする等の方策を粘り強く継続しておりますの
で、ご理解いただきますようお願いします。
【回答作成課：都市局都市計画部都市交通課】

31

　消火器の市道設置を許可していただきたい。消火器は町内にて用意いたし
ます。他の町内には市道に設置している消火器が見受けられますが。

　他の町内で設置している事例があるとのことですが、これについては、どのような状況に
基づいて設置されたのか分かりかねますが、現状では、消火器の市道上への設置は認め
ておりませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【回答作成課：建設局北部建設事務所土木管理課】

32

　氷川神社信号から参道交番への一方通行の道路５ヵ所にくぼみがあり、直
していただきたい。
【２３年度質問】（下線部分）
　主要地方道さいたま春日部線にひび割れの箇所があり、特に交通量の少な
い夜間において、高速走行の大型車が通行すると地震のように揺れるため、
補修していただきたい。また、歩道に設置してあるネットフェンスが所々損傷し
ているので補修していただきたい。
　さらに、天満神社前面道路とその先十字路において、ひび割れと窪みがあ
り、水はねの原因となっているため、補修していただきたい。
【２３年度回答】（下線部分）
　平成２４年度から工事を行っていく予定です。
　ネットフェンスの補修も同時期に施工する予定です。
　天満神社の前面道路の補修についても、随時施工をする予定です。

平成２４年度後期より補修工事を行なっていく予定です。
【回答作成課：建設局北部建設事務所土木道路維持課】
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33

　産業道路バイパス計画について、進捗状況を説明してほしい。片側二車線
となるようだが、片側一車線でよいのでは。右折車線の設置や広い歩道の設
置を強く希望します。さらに、歩道上には植栽を設置しないでほしい。設置す
るのであれば、バス停付近のみに設置願いたい。

○進捗状況について
　産業道路の進捗状況ですが、北袋町１丁目及び２丁目地内の都市計画道路赤山東線か
ら東西中央幹線付近の区間（約１，００１ｍ）につきましては、拡幅された４車線で供用が開
始されております。現在事業中である東西中央幹線付近から天沼町２丁目地内の天沼循
環バス通りの芝川小入口交差点までの区間（約６７０ｍ）つきましては、平成２３年度末時点
での用地買収率は約６９％であり、引き続き、平成２８年度末完成に向けて事業を進めてい
るところです。
○車線数、右折車線の設置及び広い歩道の設置について
　産業道路の計画幅員は２５．０mであり、その内訳は中央分離帯１．０ｍ、車道部３．２５ｍ
（片側２車線の両側４車線で１３．０ｍ）、路肩０．５ｍ（両側で１．０ｍ）、植樹桝１．０ｍ（両側
で２．０ｍ）、歩道部４．０ｍ（両側で８．０ｍ）となっております。
　車線数につきましては、平成２２年度道路交通量調査によると産業道路の天沼１丁目付
近での交通量は17,207（台/日）と非常に交通量が多く、また、産業道路はバイパス機能を
有する路線であることから４車線での整備を計画しております。
　右折車線の設置につきましては、主要な幹線道路との交差点部においては渋滞対策の
ため、右折車線の設置を計画しております。
　広い歩道の設置につきましては、歩道の有効復員を4.0ｍ確保し、歩行者と自転車が交錯
しないようライン分離で計画しております。
○植栽について
　植栽につきましては、連続した植樹帯ではなく、部分的な植樹桝で考えており、駐車場か
らの出入り、横断歩道等の通行を阻害しない箇所において適切な間隔で配置を検討してま
いります。
【回答作成課：建設局土木部道路計画課】

34

大宮中央通りについて
１　街路樹の根張りで歩道が凸凹になっているため修繕をお願いします。ま
た、街路樹の枝に歩道用照明灯が遮られているため、照明灯の位置変更か
下枝の剪定をお願いします。
２　植栽帯そのものを撤去し、その分歩道を拡幅することはできないでしょう
か。

１　ご要望の箇所については、平成２１年度に街路樹の根切りを伴う修繕を行っており、今
年度下枝の剪定を予定しております。なお、下枝の剪定で対処できないような場合は、照明
灯の位置変更なども検討してまいります。
【回答作成課：大宮区役所くらし応援室】
２　植樹帯は、景観の向上、大気浄化、緑陰形成、交通安全、防災など様々な機能を有して
おります。また、緑化による「親しみ」、「潤い」、「やすらぎ」など、他の道路施設に見られな
い特徴があることから、「さいたま市緑の基本計画」に基づき、整備に努めることとしており、
現在のところ撤去することは考えておりませんが、適正な維持管理に努め、歩行空間の確
保に努めてまいります。
【回答作成課：建設局土木部道路環境課】

35

　天沼町２丁目８９７番地先交差点は押しボタン信号機のみ設置しているが、
通行量が多く車両用信号機の設置を希望します。

　この件については、平成18年度に天沼町２丁目東部自治会より大宮警察署あてに『押し
ボタン式信号機より定周期式信号機へ変更してほしい。』旨の要望書が提出され、その後
平成21年度に再度要望しております。大宮警察署では条件整備を待ちつつ継続案件となっ
ています。
【回答作成課：大宮区役所くらし応援室】

36

　新聞閲覧場所について、「立ち読み」スタイルとなっています。閲覧室を設置
するか、椅子・テーブルを設置してじっくり読めるよう改善してほしいです。

　このたびは、大宮図書館に関する貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございまし
た。
　大宮図書館では、朝日、毎日、読売、埼玉、東京、日本経済の各紙は朝刊・夕刊の最新
分を専用の閲覧台に固定してご利用いただいております。
　当日の新聞はたくさんの方がご利用になるために、来館してすぐに目のつく図書館エント
ランス部分にコーナーを設けました。多くの方にご利用いただくため一人１紙ずつ読んでい
ただけるよう台に固定しており、ご不便をおかけしますが、どうぞご理解くださいますようお
願いいたします。
　なお、前日以前の新聞は２階の公開図書室の閲覧席にて、着席してご利用いただけます
のでご案内いたします。
【回答作成課：教育委員会大宮図書館】

37

　芝川新橋の架け替え工事に伴い、今年の秋頃、芝川公園西側の一部が削
り取られます。　このことから、芝川公園が狭くなり、公園利用に支障をきたし
ます。　現在、公園の東側にさいたま市所有の未利用の土地がありますの
で、この土地を整備し、公園の土地として利用できるよう強く要望します。

　現在、芝川公園は約１６００㎡の都市公園ですが、新橋架け替え工事の作業ヤード、工事
資材の搬入場所として、公園の一部を一時的に使用するとともに、芝川拡幅事業により埼
玉県に約３５０㎡の公園用地が買収されるため、公園面積が減少することになっておりま
す。
　これを受けて、芝川公園東側に隣接した市有地約５５０㎡について、敷地造成を行って広
場として整備し、工事完了後には約１８００㎡の公園として開設する予定でおりますので、ご
理解いただきたいと思います。
【回答作成課：都市局都市計画部都市公園課】

38

　平成広場は、春夏秋冬多くの区民が集い憩いの場として親しまれていま
す。ことに夏場は森林浴や涼を求め癒しの場として賑わい親しまれています。　
しかしここ数年、何本もの樹木が枯れ伐採されたままとなっています。伐採し
たものと同等の樹木を早急に植樹補充し景観維持に努めてください。

　ご指摘のとおり平成広場の樹木が立枯れし、倒木・枯れ枝の落下等の危険が生じている
ことから伐採を余儀なくしております。広場の景観維持には樹木が必要でありますが、枯れ
た樹木と同等の大きさの樹木を植えるには、再度樹木が枯れる危険性がありますので、平
成広場に適応した樹種、大きさを検討し、計画的に補植していきたいと思います。
【回答作成課：都市局北部都市・公園管理事務所管理課】

39

大宮北公民館に設置の印刷機について、従前の使用可能時間に戻してくださ
い。
　現行使用可能時間
　　月～金曜日　午前９時～午後５時
　　土・日曜日、祝祭日　使用不可
　要望使用可能時間（２２年度まで使用できた時間）
　　月～金曜日　午前９時～午後９時
　　土・日曜日、祝祭日　午前９時～午後９時

　標記の件についてお答えいたします。
　ご要望の大宮北公民館の印刷機の利用時間については、会計規則第２６条の規定を受
け、平成２３年度に現金取扱いを適正に処理するため、大宮区地区館７館の使用内部基準
として利用時間を改めたところです。
　現在、さいたま市内生涯学習総合センターを含めた５９公民館全ての公民館が地域住民
の自主的学習活動を援助する目的に沿った形で、統一利用基準等を新たに制定するため
現在検討しているところです。
　検討に際しては、利用できる団体や時間について明確化するほか、さいたま市の会計規
則に従い適正な事務処理を進める上で、利用者の方には領収書の交付や使用料金の払い
込みについて新たにご協力をお願いすることも含め、進めております。
　大宮北公民館の利用者の方には、統一運用基準が制定されるまでもうしばらくお待ちくだ
さい。
　今後も、公民館の積極的な利用や、地域の公民館として公民館活動への協力方よろしく
お願いいたします。
【回答作成課：教育委員会生涯学習総合センター】
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40

　宮町２－７４－２～高鼻町１－６８の道路については、裏道としてタクシーな
どがかなりのスピードで走行しています。子供にとって危険なためグリーンベ
ルトの標示をお願いします。

　ご要望いただきました、市道１０１４１号線につきましては、大宮北小学校の通学路にも指
定されており、歩行者の安全な通行を確保することを目的にグリーンベルトの設置につい
て、今後、交通管理者である警察と共に協議及び検討を進めていきたいと考えております。
【回答作成課：建設局北部建設事務所道路安全対策課】

41
　２３年度に大宮公園ボート池の浄化工事がありましたが、現在２／３がまこ
もに覆われている状況において、冬場に枯れた場合、ヘドロの原因になると
考えられるので、早急に対策を講じてほしい。

　対話集会開催後、大宮公園事務所へ依頼予定です。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

42

　ＮＡＣＫ５スタジアム東側自転車置き場にホームレスが３・４名おり、異臭が
あり、ネズミもいます。大宮公園や氷川神社への散歩道にもなっており、女
性・子供から退去依頼がでていますので対策をお願いします。

　ホームレス対策については現状、指定管理者（公益財団法人　さいたま市公園緑地協会）
にてホームレスへの退去の声がけや、異臭の原因やネズミの餌となり得る散乱されたゴミ
の回収を実施しております。
　また度が過ぎる場合については退去命令を出し、後に荷物等が放置されている場合は荷
物等を撤去しております。
　しかしながら、退去したホームレスはまた戻ってきてしまうのが現状です。
　今後もホームレスが滞在しないように声がけを粘り強く続け、良好な環境が維持できるよ
うに努めてまいります。
【回答作成課：都市局北部都市・公園管理事務所管理課】

43

　三橋小学校通学路（歩道）にガードレールを設置されたい（三橋１丁目歩道
橋～三橋公民館入口）。

本市では、市内通学路の交通事故防止の徹底を図るため、教育委員会、警察、及び道路
管理者が連携し、通学路の緊急合同点検を実施しているところです。
ご提案いただきました当該道路につきましては、現況の歩道幅員が狭いことからガード

レールの設置が困難であり、今後は、区画線表示、及びポストコーン等の安全施設を設置
することにより、安全対策を図っていきたいと考えております。
【回答作成課：建設局北部建設事務道路安全対策課】

44

信号機設置について
１　都市計画街路荒川左岸通り線大平公園北側３つ目（３５番地付近）ないし
４つ目（２７番地付近）交差点（２２年度要望あり）
２　１３３３番地１先交差点（三橋公民館入口）

大宮西警察署へ９月２６日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

45
　小中学校生徒通学の安全対策として、三橋公園通り（３１７番地付近）に横
断歩道を新設されたい。

大宮西警察署へ９月２６日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

46

　駐車しないようにという立て看板があるにもかかわらず、内野橋及び付近の
公道に廃棄物処理業者の車両が駐車されており、歩行者・自転車・自動車の
運転者から危ないとの苦情が寄せられているので善処していただきたい。

大宮西警察署へ９月２６日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

47

　県道さいたま春日部線の抜本的な雨水対策について、高地になっている土
地が全て宅地になり、道路整備に伴い側溝が敷設され一挙に三方向から集
中する雨水の量が増加し、低地になっているため、道路冠水が生じている。ま
た、溢れた水が、近くの西大宮病院玄関付近まで達することがあり、救急指
定病院として地域医療を担っている役割から早急な対策が求められている。

　この地域の浸水被害の軽減のため、現在調査を進めており、課題を整理しながら雨水対
策を進めてまいりたいと考えております。
【回答作成課：建設局土木部道路環境課・河川課】

48

　大宮三橋霊園について、２００９年１２月１７日受付の駆け込み大宮三橋霊
園計画は虚偽記載が明らかになり、事前申請の予算計画は頓挫しており却
下すべきであります。
　問題点
１　さいたま地方法務局大宮支局発行の土地区画の図面によれば、霊園計
画地東側南北の公道（市道第３００８５号線）は、道路幅員が約3,6ｍと狭く道
路幅員に問題がある。
２　計画地付近は、田畑が耕作されており、市道第３００８５号線西側の１６０
３・１６０４番地は用水路として確保されるべきである。
３　計画地周辺地権者及び地域住民の全てが霊園については、反対であり、
行政は関係者の声を聞くべきである。
４　墓地審査会のあり方については、公募して市民代表者等を入れ、地域の
混乱を回避すべきである。
５　行政の許認可事務においては、厳格で厳しいといわれておりますが、何故
さいたま市のこの墓地問題は特別な扱いをしているのか理解できません。

　この度の三橋１丁目自治会様からご提出いただきましたご意見・ご要望につきまして回答
いたします。
　１の道路幅員の問題につきましては、さいたま市墓地等の経営の許可等に関する条例第
２２条におきまして「（５）墓地の面積が、３０００平方メートルを超えるものにあっては、墓地
及び駐車場の入口が幅員４．５メートル以上の道路に接続していること。」という規定があり
ますが、三橋霊園の計画は２カ所での申請であり、各々３０００平方メートルを超えないこと
から、幅員の規定は当てはまりません。
　２の用水路につきましては、今後も用水路として確保されるものと考えます。
　３の地域住民の皆様の声を聞くべきであるというご指摘につきましては、これまでも数回
住民の方々と直接お話しをさせていただく機会がございましたが、今後についても同様に対
応させていただきます。
　４の墓地等設置計画審査会につきましては、さいたま市墓地等の経営の許可等に関する
条例に基づき、学識経験者及び市職員を持って設置し、本市の職員以外に学識経験者とし
て弁護士、公認会計士の２名を委員としております。この審査会は、許認可にかかる事項に
ついて専門的な知識と客観的な判断により審査するため、公募市民等の委員参加は考え
ておりません。
　なお、計画地近隣住民の意見の反映につきましては、条例により計画者には、墓地の敷
地の境界線から水平距離が100ｍ以内の土地及び建築物の所有者又は使用者に対し説明
会を開催することを義務付け、所有者等に対しては墓地の計画者に対し意見を述べること
ができることを規定しており、加えて所有者から出された意見については、計画者に対して
十分協議した上で、所有者及び市長への見解書を提出することを義務付けております。こ
のことから、住民の声は計画者にも行政にも届く仕組みとなっております。
　最後に５の、こちらの霊園計画について本市が特別扱いをしているとのご指摘につきまし
ては、条例に規定された内容に従って執り行っておりますので、そのようなことは全くありま
せん。
【回答作成課：保健福祉局保健所環境薬事課】

49

鴨川について、三橋中の生徒と三橋１丁目自治会で清掃活動を行いつ
つ不法投棄防止に努めているが、鴨川東側沿道の舗装工事を施し、散歩
道として有効利用を図っていただきたい。

大宮西警察署へ９月２６日文書により依頼しました。
【回答作成課：大宮区役所区民生活部コミュニティ課】

50

　下記路線の全区間において、振動や路面の損傷があり、陳情が寄せられて
いますので、抜本的な道路整備を講じてください。
１　三橋１－１２２５－２から１１２４－８の区間
２　三橋１－１３６７－２から１４１８の区間
３　さいたま春日部線三橋１丁目地内
４　さいたま春日部線から大平公園までの区間

　１、４については道路維持課の年次計画と位置付け、要望順に補修整備を行ってまいりま
す。
　３につきましては、個別に自治会長へ回答済みとなっております。
　２につきましては、道路維持課緊急工事と位置付けさせていただき、要望順に整備を行っ
てまいります。
【回答作成課：建設局北部建設事務所道路維持課】
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51

　民生児童委員について、民生児童委員の増員を図るとともに年齢制限（現
行７５歳を７８歳に）の緩和をすべきである。

　民生委員・児童委員の委嘱にあたっては、さいたま市社会福祉審議会で審議・決定した
「さいたま市民生委員・児童委員推薦方針」に基づき、さいたま市民生委員推薦会が、候補
者の適否を審査しております。
　民生委員・児童委員の増員につきましては、現任委員の任期満了に伴う平成２５年１２月
１日の一斉改選に向け、本年４月から８月にかけまして、単位民生委員児童委員協議会
（地区民生委員児童委員協議会）へ定数変更の意向調査を実施いたしました。その際、各
自治会長様に対しましても、単位民生委員児童委員協議会からの相談についてご協力を
お願いいたしました。
　年齢制限につきましては、「さいたま市民生委員・児童委員推薦方針」の年齢要件に、「民
生委員・児童委員が地域社会の信頼を得て、住民の期待に応えていくためには、活発な行
動力と市民生活の実態に即した柔軟な指導力が求められています」と明記され、「現在の
民生委員・児童委員（区域担当委員）を引続き推薦（再任）する場合は、満７５歳未満の者」
と定められております。
　しかしながら、規定の上限年齢を超えた方でも十分な委員活動を期待できる方がいらっ
しゃることと、多くの自治会が地域における民生委員・児童委員の成り手不足に苦慮してい
ることを踏まえ、今回ご要望いただきました上限年齢の引き上げ（緩和）につきまして、本市
の民生委員・児童委員事務事業を所管する福祉総務課へ伝達し、検討するよう働きかけて
まいります。
【回答作成課：大宮区役所健康福祉部福祉課】
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　町内に「大栄橋西臨時駐車場」（駐輪場）がありますが、そごう南側に駐輪
場ができたら閉鎖するとのことで、当時の大宮駅西口まちづくり事務所職員と
自治会役員との間で約束事となっていましたが、その後なんら通知が来ませ
ん。文書で回答願いたい。

　「大栄橋西臨時自転車駐車場」につきましては、「大宮駅西口自転車駐車場」が新たに開
設するまでの暫定措置として、平成２０年１１月１日に供用開始となり、「大宮駅西口自転車
駐車場」の供用開始にあわせ、閉鎖をすることとしておりました。
　しかしながら、大宮駅西口周辺の自転車や原付・自動二輪車の駐車需要は増加の傾向
にあり、現在、「大栄橋西臨時自転車駐車場」の利用台数のすべてを「大宮駅西口自転車
駐車場」で収容することは困難となっております。
　つきましては、大宮駅西口周辺の放置自転車対策や自動二輪車の駐輪対策に寄与して
いる「大栄橋西臨時自転車駐車場」について、大宮駅西口の新たなまちづくりが行われるま
での間、引続き利用させていただきますよう、ご理解のほどお願い申し上げます。
【回答作成課：都市局都市計画部都市交通課】
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　南海トラフ地震発生時、見沼田圃周辺における液状化現象の影響につい
て、その被害想定について教えてほしい。

　ご質問の件についてお答えいたします。
　現在、国（内閣府）が発表している南海トラフの巨大地震に関する被害想定は、マクロの
被害を把握する目的で実施しており、都道府県の被害数値については、ある程度の幅を
もって見る必要があるとの注釈がございます。
　従いまして、ご質問の見沼田圃周辺のように詳細な地域の液状化被害については、国
（内閣府）に確認をとりましたが、上記の理由により把握することはできませんでした。
　しかしながら、本市におきましても、さいたま市直下地震の想定ではございますが、本年６
月に改定したさいたま市地域防災計画に併せ、より具体的な地域を確認できるよう、区別ご
との詳細な液状化危険度マップを作成いたしました。
　こちらにつきましては、各区の情報公開コーナーに閲覧・貸出用を配置しているほか、本
市ホームページにも公開しておりますので、ご参考くださいますようお願いいたします。
【回答作成課：総務局危機管理部防災課】
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　平成２０年に当自治会において、地区計画を申請しております。その後、ど
うなったのか区長から市長へ確認してほしい。
　また、当自治会近接地にソフトバンクモバイルの５０ｍ級電波塔建設計画が
あるようだが、低層住宅地域の隣に建つとはどういうことか。

　今、話しがありました地区計画制度をご利用されて、今まで議会等に出席されているとい
うことでございますので、調べさせていただいて、私、大宮区役所としても地元天沼台みな
月会の会長からお話しがございましたので、要望していきたいと思いますのでよろしくお願
いいたします。それから、電波塔の話しがあることを確認させていただいて、土木局の方に
その件について私の方から要望があったことを伝えていきたい。
【回答作成課：大宮区長】


